
市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、本市が環境省により脱炭素先行地域に選定されたことを

踏まえ、再生可能エネルギーの導入等を推進し、本市における脱炭素化を図

るため、対象地域内に存する住宅に太陽光発電設備等を導入する者に対し、

予算の範囲内において、市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することに関し、市川市補助金等交付規則（平成８年

規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

⑴  対象地域  別表第１に定める妙典土地区画整理事業・下妙典エリア（赤

枠内）の地域をいう。  

⑵  住宅  戸建て住宅又は集合住宅（その一部を店舗、事務所等の用に供す

る戸建て住宅又は集合住宅にあっては、当該店舗、事務所等の用に供する

部分を除く。）をいう。  

（補助対象事業）  

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

対象地域内に存する住宅に対して行う次に掲げる事業とする。  

⑴  再エネ設備整備事業（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令

和４年３月３０日環政計発第２２０３３０３号。以下「国要領」という。）

別紙１の２ .ア (ｱ)に定める交付要件を満たす太陽光発電設備（当該太陽光

発電設備から得られた電気を第三者に販売することを目的とするものを

除く。）を導入する事業をいう。以下同じ。）  

⑵  基盤インフラ整備事業（国要領別紙１の２ .イ (ｴ)に定める交付要件を満

たす蓄電池を導入する事業をいう。以下同じ。）  

⑶  省ＣＯ２等設備整備事業（省エネ性能ラベル又は省エネ性能部位ラベル



（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第  

５３号）第２７条第２項第２号の規定により定められている様式をいう。

以下「省エネ性能ラベル等」という。）を取得し、又は省エネ性能ラベル等

が表示する性能と同程度の性能を有していると市長が認める次に掲げる

設備を既存の住宅に導入する事業をいう。以下同じ。）  

 ア  国要領別紙１の２ .ウ (ｽ)に定める交付要件を満たす断熱性能向上の

ための断熱性能が高い窓若しくは玄関ドア（以下「既存住宅断熱改修に

係る窓・玄関ドア」という。）  

 イ  国要領別紙１の２．ウ (ﾃ)に定める交付要件を満たす高効率空調機又

は高効率給湯器  

２  前項の設備について国から助成を受けている場合は、前項の規定にかか

わらず、補助対象事業としない。  

３  第１項の設備をリースにより導入した場合にあっては、当該リースの契

約が次に掲げる要件を満たすものとする。  

⑴  補助金の交付を受けない場合に設定する当該設備のリース料金の総額

から現に設定した当該設備のリース料金の総額から減じて得た額が交付

を受けようとする第６条の補助金の額以上の額であること。  

⑵  当該設備のリース契約の期間が規則第２１条ただし書に規定する市長

が定める期間（以下「財産処分制限期間」という。）以上であること。ただ

し、当該リース契約が所有権ファイナンス・リースである場合は、この限

りでない。  

 （補助対象者）  

第４条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる要件を満たす者とする。  

⑴  本市に住所、事務所又は事業所を有する場合は、本市に納付すべき市税

を滞納していない者であること。  

⑵  次条の補助対象経費を負担する者であること。  

⑶  当該事業により導入しようとする太陽光発電設備、蓄電器、既存住宅断



熱改修に係る窓・玄関ドア、高効率空調機又は高効率給湯器（以下「補助

対象設備」という。）を導入しようとする住宅の所有者（区分所有の集合住

宅にあっては、その区分所有者）であること。  

２  前項の規定にかかわらず、補助対象設備をリース契約により導入しよう

とする場合における補助対象者は、前項第１号及び第２号に掲げる要件を

満たす者であって、当該リース契約を請け負うものとする。  

 （補助対象経費）  

第５条  補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象事業の実施に要する経費のうち、工事費、設備費、業務費及び事務費

とする。  

２  補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれるときは、補助対象経費か

らこれらに相当する額を控除した額とする。  

（補助金の額等）  

第６条  補助金の額は、補助対象事業ごとに、補助対象経費の額に３分の２を

乗じて得た額（その額に１ ,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）とする。ただし、次の各号に掲げる補助対象事業に係る補助金の額

は、当該各号に定める額を限度とする。  

⑴  再エネ設備整備事業  太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく

公称最大出力の合計値をキロワットで表した数値（小数点２位未満の端数

があるときは、これを四捨五入する。）に２８０ ,０００円を乗じて得た額  

⑵  基盤インフラ整備事業  蓄電池システムの蓄電容量の合計値をキロワ

ットアワーで表した数値（小数点２位未満の端数があるときは、これを四

捨五入する。）に１６０ ,０００円を乗じて得た額  

⑶  省ＣＯ２等設備整備事業（既存住宅断熱改修に係る窓・玄関ドアに限る。） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額  

 ア  戸建て住宅  １ ,２００ ,０００円（第３条第１項第３号アに規定する

玄関ドアを導入する場合における玄関ドアに係る額は、５０ ,０００円） 

イ  集合住宅  １戸当たり１５０ ,０００円（第３条第１項第３号アに規定



する窓及び玄関ドアの両方を導入する場合は、２００ ,０００円）  

⑷  省 Ｃ Ｏ ２ 等 設 備 整 備 事 業 （ 高 効 率 空 調 機 に 限 る 。）  １ 台 当 た り       

１７０ ,０００円  

⑸  省 Ｃ Ｏ ２ 等 設 備 整 備 事 業 （ 高 効 率 給 湯 器 に 限 る 。）  １ 台 当 た り     

１ ,０００ ,０００円を超えない範囲内で設備の種類に応じて市長が定め

る額  

２  補助金の交付は、補助対象設備の種類ごとに、一の戸建て住宅につき１回

（集合住宅において既存住宅断熱改修に係る窓・玄関ドア、高効率空調機及

び高効率給湯器を導入する場合は、１戸につき１回）を限度とする。  

（交付の申請等）  

第７条  規則第３条第１項の申請書は、市川市脱炭素先行地域づくり事業補助

金交付申請書（様式第１号）によるものとする。  

２  前項の申請書の添付書類は、別表第２のとおりとする。  

３  第１項の申請書を提出した者は、補助金の交付の申請を取り下げる場合は、

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請取下届（様式第５号）を市

長に届け出るものとする。  

 （決定の通知）  

第８条  規則第６条の規定による通知は、市川市脱炭素先行地域づくり事業補

助金交付可否決定通知書（様式第６号）により行うものとする。  

 （変更等の承認）  

第９条  規則第８条の承認を受けようとする者は、市川市脱炭素先行地域づく

り事業補助金交付申請事項変更等申請書（様式第７号）に市長が必要と認め

る書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、承認

の可否を決定し、その旨を市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請

事項変更等承認可否決定通知書（様式第８号）により当該申請書を提出した

者に通知するものとする。  

 



（実績報告）  

第１０条  規則第１３条の補助事業等実績報告書は、市川市脱炭素先行地域づ

くり事業補助金実績報告書（様式第９号）によるものとし、規則第１６条の

交付請求書を兼ねるものとする。  

２  前項の実績報告書の添付書類は、別表第３のとおりとする。  

３  第１項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算し

て３０日を経過する日又は当該年度の２月の末日のいずれか早い日とする。

ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、市長が指定する日とする。  

 （額の確定及び補助金の交付）  

第１１条  市長は、規則第１５条の規定により補助金の額を確定したときは、

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金額確定通知書（様式第１０号）によ

り、補助金の交付決定を受けた者に通知するとともに、補助金の交付の請求

をした者が指定した金融機関の口座に補助金を振り込む方法により補助金

を交付するものとする。  

（決定の取消し）  

第１２条  規則第１８条第３項において準用する規則第６条第１項の規定によ

る通知は、市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付決定取消通知書（様

式第１１号）により行うものとする。  

 （財産処分の制限）  

第１３条  規則第２１条第２号の市長が定めるものは、補助金の交付を受けて

導入した補助対象設備とする。  

２  財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数とする。  

３  補助金の交付を受けた者は、規則第２１条本文の市長の承認を受けようと

するときは、市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金に係る財産処分承認申

請書（様式第１２号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。  

４  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承

認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、市川市脱炭素先行地域づくり



事業補助金処分承認（却下）通知書（様式第１３号）により通知するものと

する。  

５  補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けたときは、第１

号に掲げる額に第２号に掲げる割合を乗じて得た額（その額に１ ,０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を返還しなければならない。

ただし、天災、本人の責めに帰さない事故その他の市長がやむを得ないと認

める事由により、当該補助金の交付を受けた者が規則第２１条本文の規定に

違反することとなった場合において返還すべき額は、市長が認める額とする。 

 ⑴  交付を受けた補助金の額  

 ⑵  財産処分制限期間の月数に対する第３項の申請書に係る補助対象設備の

処分を行った日の翌日から財産処分制限期間が満了する日までの月数（そ

の月数に１月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数）の割合  

 （書類の整備等）  

第１４条  補助金の交付を受けた者は、補助対象経費に係る支出を明らかにし

た帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証

拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から５年間保管して

おかなければならない。  

 （協力）  

第１５条  市長は、補助金の交付を受けた者又は補助金の交付を受けて導入し

た補助対象設備の所有者に対し、次に掲げる事項について協力を求めること

ができる。  

 ⑴  国の脱炭素先行地域づくり事業に関するデータの提供及びアンケートへ

の回答  

 ⑵  本市が推進する地域脱炭素施策に関する調査  

（補則）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この要綱は、令和７年１１月２７日から施行する。  



附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱の規定は、令

和８年４月１日以後の申請に係る市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金

について適用し、同日前の申請に係る市川市脱炭素先行地域づくり事業補

助金については、なお従前の例による。  
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妙典土地区域整理事業・下妙典エリア(赤枠内)

別表第１（第２条関係）



 

別表第２（第７条関係）  

補助対象

設備  
添付書類  

太陽光発

電設備   

⑴ 補助対象事業に係る見積書の写し  

⑵  次に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれに定める書   

類 

 ア  個人  住民票の写し（個人番号の記載がないものに限

る。）又は運転免許証の写しその他の本人確認書類  

 イ 法人 商業登記簿履歴事項全部証明書等  

⑶  補助対象事業を実施する住宅の住所及び所有者が確認でき

る登記事項証明書の写し（登記事項証明書の所在欄等の記載

事項と住宅の住居表示が異なる場合は、これらが同一である

ことを証する書類を含む。）  

⑷  補助対象設備の仕様書又はカタログその他の補助対象事業

の要件を満たしていることを確認することができる書類  

⑸  補助対象設備を導入しようとする全ての工事施工箇所の写

真 

⑹  補助対象設備の平面図、機械配置図、システム系統図、単

線結線図その他の設置図（導入しようとする補助対象設備と

それ以外の設備とを判別できるものに限る。）  

⑺ 事業概要書（様式第２号）  

⑻ 市税等納付状況確認同意書（様式第３号）  

⑼  前号に掲げる書類の提出ができない場合は、本市に支払う

べき市税を滞納していないことが確認できる書類  

⑽  補助対象設備をリース契約により導入しようとする場合

は、リース料金算定根拠明細書（様式第４号）  

⑾  太陽光発電設備の年間の想定自家消費電力量及び想定発電

量を算出する際の根拠となる資料  

⑿ その他市長が必要と認める書類  

蓄電池  ⑴ 前項第１号から第１０号までに掲げる書類  

⑵ その他市長が必要と認める書類  

既存住宅

断熱改修

に 係 る

窓・玄関

ドア  

⑴  太陽光発電設備の項第１号から第４号まで及び第６号から

第１０号までに掲げる書類  

⑵ その他市長が必要と認める書類  

 



 

高効率空

調機及び

高効率給

湯器  

⑴  太陽光発電設備の項第１号から第４号まで及び第６号から

第１０号までに掲げる書類  

⑵  既に設置されている高効率空調機又は高効率給湯器の仕様

書、カタログその他の型番が分かるもの  

⑶ その他市長が必要と認める書類  

 備考 太陽光発電設備の項第２号（運転免許証の写しその他の本人確認書類

を除く。）及び第３号に掲げる書類は、第７条第１項の申請書を提出する日

から起算して３か月以内に発行されたものに限る。  



 

別表第３（第１０条関係）  

補助対象

設備  
添付書類  

太陽光発

電設備  

⑴  補助対象事業に係る工事請負契約書等の写し及び領収書の

写し（リース契約を締結している場合は、請求書の写し）  

⑵  補助対象設備のメーカーが発行する納品書又は保証書等の

写し  

⑶ リース契約を締結している場合は、その写し  

⑷  導入した全ての補助対象設備の写真（補助対象設備のメー

カーが発行する納品書又は保証書等の写しに記載されている

設備と同一の設備が設置されているかを確認できるものに限

る。以下この表において「補助対象設備の写真」という。）で

あって、次に掲げる設備を確認することができるものとする。 

 ア 全ての太陽電池モジュール  

 イ パワーコンディショナー  

⑸ その他市長が必要と認める書類  

蓄電池  ⑴ 前項第１号から第３号までに掲げる書類  

⑵  補助対象設備の写真であって、次に掲げる設備を確認する

ことができるものとする。  

 ア 蓄電池本体  

 イ パワーコンディショナー  

 ウ 蓄電システム付帯のＤＣ／ＤＣコンバータ  

⑶ その他市長が必要と認める書類  

高効率空

調機及び

高効率給

湯器  

⑴ 太陽光発電設備の項第１号から第３号までに掲げる書類  

⑵  補助対象設備の写真（銘板等を確認することができるもの

に限る。）  

⑶ 補助対象設備を導入する前の空調機又は給湯器の写真  

⑷  補助対象設備を導入する住戸（賃貸住宅に限る。次項にお

いて同じ。）の省エネ性能ラベル等  

⑸ その他市長が必要と認める書類  

既存住宅

断熱改修

に 係 る

窓・玄関

ドア  

⑴ 太陽光発電設備の項第１号から第３号までに掲げる書類  

⑵ 補助対象設備の写真  

⑶ 補助対象設備を導入する前の窓又は玄関ドアの写真  

⑷ 補助対象設備を導入する住戸の省エネ性能ラベル等  

⑸ その他市長が必要と認める書類  

  



様式第１号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書 

 

市川市長 

（申請者）〒 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

 市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請

します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業を実施した住宅の所在地 

地  番  

住居表示  

 

２ 交付申請する補助対象設備と交付申請額 

補助対象設備 交付申請額（税抜） 

太陽光発電設備   円 

蓄電池   円 

高効率空調機   円 

高効率給湯器   円 

既存住宅断熱改修（窓・玄関ドア）   円 

交付申請額 

合計 
  円 

 

３ 補助対象事業の開始日及び完了日 

開始予定日 完了予定日 

  年    月    日   年    月    日 

 ※開始日：契約日   ※完了日：工事完了日 

 

４ 事業概要書（様式第２号）並びに添付資料 

  別添のとおり 



 

様式第２号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

事業概要書 

 

市川市長 

（申請者）〒 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

 

１ 補助対象事業の実績を報告する住宅の所在地 

地  番  

住居表示  

 

２ 補助対象設備の内容 

太陽光発電設備の補助対象経費等 

 

 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 



 

蓄電池の補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

 

 

 

 

高効率空調機の補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

 

 

 



 

高効率給湯器の補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

 

 

 

既存住宅断熱改修（窓・玄関ドア）に係る補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

 うち、窓・ガラス  円 

 うち、玄関ドア  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

 

市税納付状況確認同意書 

 

                            

 

 市川市長  

 

 

 

 

 

            は、市川市脱炭素先行地域づくり事業に係る年度

及び当該年度の翌年度から起算して財産処分制限期間が経過するまでの間、 

            が市川市に納付すべき市税の納付状況について、 

市長が公簿等により確認することに同意します。 

 

 

 

 

 

 

               同意者 住所 

                   氏名 

 

 



様式第４号（第７条関係） 
 

リース料金算定根拠明細書 

 

 市川市長  

 
            （法人の場合） 所在地 
                    法人名 

                     代表者氏名 
                    電話番号 
             リース事業者 住所 
                    氏名 
                    電話番号 
 

           リース先 住所 
                    氏名 
                    電話番号 
 
 
 補助対象事業で導入する補助対象設備については、下記のとおりであることに
ついて間違いありません。 
 また、注意事項に記載されている内容について、間違いがないこと及び補助金
交付後も遵守することを誓約します。 

記 

補助対象

設備 

リース 

期間 

（月数） 

補助金額

(a) 

リース料総額 

※ 前払金を含む、税抜き金額 

補助金なし

の場合(b) 

補助金あり

の場合(c) 

差額(d) 

((b)-(c)) 

      

 

 
（注意事項） 
⑴ 補助金ありの場合のリース料総額(c)又はこれをリース期間で除した月額リ

ース料金が、リース契約書で確認できること。リース契約書から、これが確認

できない場合は、補助金額(a)をリース料金から差し引いてリース契約を再締

結すること。 

⑵ 補助金ありの場合となしの場合のリース料総額の差額(d)が、補助金額(a)以

上であること。 
⑶ 補助金額分は、月額リース料金を減額する形でリース先に還元されること。

リース契約とは別にリース先に支払われる形は認めない。 
⑷ リース期間が財産処分制限期間よりも短い場合は、所有権移転ファイナンス・

リース取引又は再リースにより、財産処分制限期間以上に契約となっているこ
と。 



 

様式第５号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請取下届 

 

 

市川市長 

（申請者）〒 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

下記のとおり市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱第７条第３項の規定

に基づき、申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 申請を取り下げる住宅の所在地 
 

地  番  

住居表示  

 

２ 補助金の交付申請額 

 

                     円 

 

３ 取下げの理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 
  市川第         号 

  年  月  日 
 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付可否決定通知書 
 
 
 

           様 
 
 
                             市川市長   
 
 

     年  月  日付けで申請のあった市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金について、

下記のとおり決定しましたので通知いたします。 

 

                    記 

 

１ 補助金を交付します。 

 補助金交付決定額                円 
 

 
   
 

 
 

 
 

２ 補助金を交付しません。 
 （理由） 
 
 
 
 （教示） 



様式第７号（第９条関係） 

   年  月  日  

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請事項変更等申請書 

 

市川市長 

（申請者）〒 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

  年  月  日付けで行った市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金の

交付申請事項について、下記のとおり（変更・中止・廃止）の承認を受けたいので、申

請します。 

記 

１ 本申請に係る住宅の所在地 
 

地  番  

住居表示  

 

２ 交付決定を受けた補助対象設備と変更申請額（中止の場合は記載不要） 
 

補助対象設備 交付申請額(A) 変更申請額(B) 差引(=B-A) 

☐ 太陽光発電設備 円 円 円 

☐ 蓄電池 円 円 円 

☐ 高効率空調機 円 円 円 

☐ 高効率給湯器 円 円 円 

☐ 既存住宅断熱改修 

（窓・玄関ドア） 
円 円 円 

合計 円 円 円 

 

３ （変更・中止・廃止）の理由 

 

４ 事由発生日 

      年  月  日 

 

５ 変更後の事業期間（交付申請時から変更が無ければ記載不要） 

 

        年   月   日 から     年   月   日 まで 

 

 



様式第８号（第９条関係） 

 

市川第         号  

   年  月  日  

 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請事項変更等承認可否決定通知書 

 

 

         様 

市川市長 

                                      

     年  月  日付けで申請のあった市川市脱炭素先行地域づくり事業補

助金交付申請事項変更等の承認について、下記のとおり決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 承認します。 

 

 

２ 承認しません。 

（理由） 

 

 

 

（教示） 
 



 

様式第９号（第１０条関係） 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金実績報告書 

 

市川市長 

（申請者）〒 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

市川第           号で交付決定のあった市川市脱炭素先行地域づくり

事業補助金について、下記のとおり補助対象事業を完了したので、報告いたします。 

 

１ 補助対象事業の実績を報告する対象住宅の所在地 

地  番  

住居表示  

 

２ 補助対象設備の内容 

太陽光発電設備の補助対象経費等 

  

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 



 

蓄電池の補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

  

 

 

高効率空調機の補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

  

 

 

 



 

高効率給湯器の補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

 

 

 

既存住宅断熱改修（窓・玄関ドア）に係る補助対象経費等 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

 うち、窓・ガラス  円 

 うち、玄関ドア  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 

  

 



 

 

補助金の額の確定をした場合は、当該額を下記の口座に振り込んでください。 

 

 

記 

 

 
 

１ 交付決定額                  円 

 

 

２ 請求額                      円 

 

 

振 

込 

先 

金 融 機 関  支店  

１ 普通 
 

２ 当座 

口 座 
番 号 

       

口 座 名 義 

（カタカナ記載） 
 

     

 



 

様式第１０号（第１１条関係） 

市川第         号  

   年  月  日  

  

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金額確定通知書 

 

         様 

市川市長 

 

年  月  日付けで実績報告のあった市川市脱炭素先行地域づくり事業

補助金について、下記のとおり補助金の額を確定したので、通知します。 

 

記 

 

 

補助金確定額                 円  



様式第１１号（第１２条関係） 
  市川第         号 

  年  月  日 
 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付決定取消通知書 
 
 
           様 
 
 
                             市川市長   
 
 

     年  月  日付け市川第         号で通知した市川市脱炭素先行地域づく

り事業補助金について、市川市補助金等交付規則第１８条第１項第 号の規定により、下記のとお

り取り消しましたので通知いたします。 

 

記 

 

  １ 補助金交付決定日          年  月  日 
 
  ２ 補助金交付決定額                円 
 
  ３ 補助金の交付決定の取消内容 
 

 
 

 
 

  ４ 補助金の取消額                 円 
 
 

  ５ 補助金の交付決定取消理由 
 
 
   （教示） 
  
 
  



 

様式第１２号（第１３条関係） 

  年  月  日  

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金に係る財産処分承認申請書 

 

市川市長 

（申請者）〒 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

  年  月  日付け市川第          号により補助金交付決定

を受けて導入した補助対象設備を処分したいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業を実施した住宅の所在地 
 

地  番  

住居表示  

 

２ 処分する補助対象設備 
 

 

 

 

３ 補助対象設備の補助対象経費及び補助金交付額 
 

補助対象経費の額         円 

交付を受けた補助金の額           円 

 

４ 財産処分の内容 
 

⑴ 処分の理由  

⑵ 取得年月日   年  月  日 経過年数 年  月 

⑶ 処分の制限期間   年  月 ～     年  月頃 

⑷ 処分の内容  

⑸ 処分予定日   年  月  日 

 



様式第１３号（第１３条関係） 
  市川第         号 

  年  月  日 
 
 
 

市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金処分承認（却下）通知書 
 
 
 
          様 
 
 
 
                             市川市長   
 
 

     年  月  日付けで申請された市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金に係る財産処

分の承認について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので通知いたします。 

 

記 

  

１ 承認します。 

  市川市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱第１３条第５項の規定による返還金額 
 

           円 
 

 
 

 
 

２ 却下します。 
 

（理由）  
  
 
 

（教示） 
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